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第２版の発刊によせて

　本書の初版の刊行後、個人情報保護法は2021年５月に大きな改正がされ、

2022年４月からその一部が、2023年４月からは残りの部分が施行されること

となりました。

　この第２版では、2021年改正を反映させて条数の表記を変更し、条文の内

容が変わった点はそれを反映させたほか、この間のほかの法令や社会状況の

変化をも踏まえたものとしました。

　本書は、私たちの日常生活の中で発生する個人情報保護に関する問題に適

切に対処することを目的に取りまとめたものです。第２版は、初版の特色を

維持しつつ、最新の内容にリニューアルしたものとなりました。

　日本弁護士連合会は、2022年９月に第64回人権擁護大会を開催し、「デジタ

ル社会において人間の自律性と民主主義を守るため、自己情報コントロール

権を確保したデジタル社会の制度設計を求める決議」を採択しました。

　今日、個人情報保護をめぐる問題はますます広範囲にわたり、かつ、深刻

になりつつあります。こうした事態に対処するうえで、本書第２版がさまざ

まな立場の皆様のお役に立つことを願っています。

　　2023年４月

 日本弁護士連合会会長　小林　元治
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　日本弁護士連合会は、1990年に開催した第33回人権擁護大会において、「真

の情報公開制度と個人情報保護制度は、民主主義の存立と基本的人権の尊重

のために欠くことのできない車の両輪であり、その実現は、国民自身が主権

者としてそれらの情報を実質的に支配するための制度的保障である」と宣言

しました。この宣言から30年を経ましたが、この間、インターネットやビッ

グデータの発展、東日本大震災、新型コロナウイルス感染症などとの関係で

個人情報保護をめぐる新たな問題も生じています。また、あらゆる個人情報

の国家による一元管理をもたらすおそれのある個人番号制度（マイナンバー制

度）が導入されました。

　日本弁護士連合会情報問題対策委員会は、こうした社会や法制度の変化の

中で、改めて個人情報保護制度の意義を確認し、私たちの日々の生活の中で

直面するさまざまな個人情報保護の問題に対する対処を本書にまとめまし

た。

　本書は、顧客との関係、従業員との関係、医療分野、学校、個人信用情報、

コミュニティ、地方自治体、弁護士業務、IT化といったテーマごとに個人情

報保護の問題について取り上げていますので、多くの方々に幅広く活用して

いただき、それぞれの現場での努力によって、よりよい個人情報保護が実現

する社会となることを希望します。

　　2020年10月

日本弁護士連合会会長　荒　　　中
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監修者からひとこと

●個人情報の保護と利活用
　個人情報保護法が、2005年４月に全面施行されてから15年余りが経ちます。

2015年９月には大きな改正がされ、要配慮個人情報について規定を設けたり、

開示請求等の権利性を明確にするなど個人情報保護を推進するとともに、目

的規定では個人情報の利活用を強調し、そのために匿名加工情報の制度を導

入しました。また、監督機関として個人情報保護委員会を設置しました。最

近では国際的な動向等を踏まえて2020年６月に改正がされたところです。

　今後も社会の要請や国際的な動向の中で、逐次改正が繰り返されることが

予想されます。

　他方、関連する法律として、2013年５月には個人情報保護法の特別法に位

置づけられる番号法（マイナンバー法）が制定され、2017年５月には匿名加工

情報の特則となるいわゆる次世代医療基盤法が制定されました。ほかにも、

IT化推進のためのさまざまな法律等が制定されています。

●解消されない個人情報保護法運用の難しさ
　個人情報保護法は、制定当初から難解な法律であることが指摘され、当初

は「過剰反応」といわれる混乱も生じました。

　多くの公的なガイドラインや Q&A による解説が公表され、長年にわたり

運用されてきたことで、個人情報保護法に関する認識は定着してきたように

もみえますが、具体的な場面で何が禁止され何が許されるのか、またどうす

ることが望ましいのかについては、容易にわからないことも多く、まだまだ

戸惑いがみられます。

　さらに個人情報保護法の解釈については、限られた専門家の中で極めて精

緻な議論が展開される傾向もあります。

　しかし、個人情報保護をめぐる問題は、職場、学校、地域社会など日常生

活の中で、日々生じています。個人情報保護法の運用を担うのは、一部の専
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門家ではなく、多くの一般の方々です。そうした人々が自ら考え、対処する

ための手引きが、ますます必要になっています。

●本書の特色とねらい
　今日、この本を発行する意図は、次のような点にあります。

⑴　これまでの個人情報保護法の運用を踏まえた解説

　社会生活上のさまざまな場面で起きる個人情報をめぐる基本的な問題につ

いて、個人情報保護法の解釈運用を解説することです。特に2015年の大改正

については、改正内容を説明する本はありますが、その後の運用実績を踏ま

えた解説書はあまりありません。さらに本書の執筆中に2020年改正の構想が

固まり、成立に至ったので、その内容も盛り込みました。

⑵　関連する法律、新しい問題についての解説

　個人情報保護法が直接規制する民間事業者の問題だけでなく、公的機関や

IT化社会が進む中で起きている問題をも取り上げました。それらに関連する

法律も適宜紹介しています。喫緊の問題として新型コロナ問題についても項

目を立てました。また、今後の改正を想定して、海外の動向なども紹介して

います。

⑶　現場での具体的な問題への判断力を養うために

　執筆担当者は、個人情報保護に関する紛争や制度運用にかかわってきた弁

護士であり、個人情報保護をめぐる具体的な問題を抱えた現場の人に役立つ

ことをめざして執筆しました。

　生起する問題に関する条文の解釈やガイドラインの内容を知っておくこと

が必要であることはもちろんですが、それにとどまらず、どのような対応が

法の精神に照らして妥当なのかということも多くの項目で検討されていま

す。この点は何が正解か一義的には決められないところでもありますが、個々

の弁護士の考えたことを率直に述べています。この本が、現場で自ら考え、

判断する力を身に付けていただくうえでお役に立てば幸いです。

　　2020年10月 監修者代表　　森田　明
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Q 1 　個人情報保護法の制定経緯および改正の経緯
　

　個人情報保護法の制定経緯とその後の改正の経過について教えてくだ

さい。

　

Point ☞

①　電子計算機の普及に伴い、世界的には、1970年代から個人情報を保護
するための法律が制定されるようになり、日本でもまず、市町村において、
個人情報保護条例が制定されるようになりました。

②　日本の国レベルの法律としては、1980年の OECD 理事会勧告を受け
て、1988年に国の行政機関を対象とする法律が制定され、さらに、1995
年の EU 指令を受けて、2003年に個人情報保護法関連5法が制定されま
した。

③　その後の情報通信技術の飛躍的な発展を背景に、2015年、2020年、
2021年にそれぞれ法改正が行われています。

■■１　OECD理事会勧告の採択
　電子計算機の普及に伴い、個人情報保護の必要性が認識されるようになり、

1970年代には、先進諸国において、データ保護を目的とした法律が制定され

るようになりました。しかし、各国の法制には、当然ながら、それぞれの国

情を反映した差異があり、そのことが、グローバル化の進んだ経済活動に伴

い、国境を越えて個人情報が円滑に流通することを阻害するのではないかが、

懸念されるようになりました。

　こうしたことから、プライバシー保護と個人データの円滑な国際流通の双

方の要請を調和させるため、1980年９月23日、「プライバシー保護と個人デー
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タの国際流通についてのガイドラインに関するOECD理事会勧告」が採択さ

れました。ここでは、OECD８原則として個人情報保護の基本原則が示され

ています。

　OECD８原則の内容は次のようなものです（以下の日本語訳は、電子商取引

実証推進協議会プライバシー問題検討 WG（主査：堀部政男一橋大学法学部教授

（当時））が、1997年５月に公表した「電子商取引における個人情報の保護に関する

中間報告」〈https://www.jipdec.or.jp/archives/publications/J0004033〉による）。

①　収集制限の原則　　個人データの収集には、制限を設けるべきであり、

いかなる個人データも、適法かつ公正な手段によって、かつ適当な場合

には、データ主体に知らしめ、またはその同意を得たうえで、収集され

るべきである。

②　データ内容の原則　　個人データは、その利用目的に沿ったものであ

るべきであり、かつ利用目的に必要な範囲内で、正確、完全であり最新

なものに保たれなければならない。

③　目的明確化の原則　　個人データの収集目的は、収集時よりも遅くな

い時点において明確化されなければならず、その後のデータの利用は、

当該収集目的の達成または当該収集目的に矛盾しないでかつ、目的の変

更ごとに明確化された他の目的の達成に限定されるべきである。

④　利用制限の原則　　個人データは、（目的明確化の原則により）明確化

された目的以外の目的のために開示利用その他の使用に供されるべきで

はないが、次の場合はこの限りではない。

ⓐ　データ主体の同意がある場合、または、

ⓑ　法律の規定による場合

⑤　安全保護の原則　　個人データは、その紛失もしくは不当なアクセ

ス・破壊・使用・修正・開示等の危険に対し、合理的な安全保護措置に

よって保護されなければならない。

⑥　公開の原則　　個人データに係る開発、運用および政策については、
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一般的な公開の政策が取られなければならない。個人データの存在、性

質およびその主要な利用目的とともにデータ管理者の識別、通常の住所

をはっきりさせるための手段が容易に利用できなければならない。

⑦　個人参加の原則　　個人は次の権利を有する。

ⓐ　データ管理者が自己に関するデータを保有しているか否かについ

て、データ管理者またはその他の者から確認をうること。

ⓑ　自己に関するデータを、

Ⓐ　合理的な期間内に、

Ⓑ　もし必要なら、過度にならない費用で、

Ⓒ　合理的な方法で、かつ、

Ⓓ　自己にわかりやすい形で、自己に知らしめられること。

ⓒ　上記ⓐおよびⓑの要求が拒否された場合には、その理由が与えられ

ること、およびそのような拒否に対して異議を申し立てることができ

ること。

ⓓ　自己に関するデータに対して異議を申し立てること、およびその異

議が認められた場合には、そのデータを消去、修正、完全化、補正さ

せる。

⑧　責任の原則　　データ管理者は、上記の諸原則を実施するための措置

に従う責任を有する。

■■２　行政機関電算機個人情報保護法
　日本でも、電子計算機の普及に伴い、個人情報保護の必要性が認識される

ようになり、1970年代には、国や都道府県に先駆けて、まず、徳島市や東京

都国立市といった市町村で、電子計算組織の運営に関する条例が制定されて

いました。

　そして、1980年の OECD理事会勧告を受けて、国の行政機関における個人

情報の保護について検討され、1988年、「行政機関の保有する電子計算機処理
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に係る個人情報の保護に関する法律」（行政機関電算機個人情報保護法）が制定

されました。　同法は、その名称からも明らかなように、公的部門だけを対象

としており、民間部門は対象としていません。そこで民間部門においては、

各省庁が、民間の個人情報保護についてのガイドラインを作成し、業界の自

主規制により民間部門での個人情報保護を図るという対応をとってきました

（同法はまた、電子計算機処理された個人情報だけを対象としており、当時はまだ

主流であったマニュアル情報を対象としていなかった点でも不十分でした）。

■■３　EU個人データ保護指令
　ところが、1995年10月、EU で「個人データ処理にかかる個人の保護およ

び当該データの自由な移動に関する欧州議会および理事会の指令」（EU 個人

データ保護指令）が出されました。その25条では、加盟国は、個人データの第

三国への移転は、当該第三国が十分なレベルの保護措置を確保している場合

に限って行うことができる、と規定されています。つまり、たとえば、ドイ

ツから日本に個人データを移転するためには、日本が十分なレベルの保護措

置を確保しているのでなければならない、ということになるのです。

　そうすると、公的部門についてのみ行政機関電算機個人情報保護法で対応

し、民間部門についてはガイドラインによる自主規制という日本のやり方で

は、十分なレベルの保護措置を確保していると評価することができません。

そこで、日本でも民間部門を含めた総合的な個人情報保護法制が必要とされ

るに至ったのです。

■■４　個人情報保護関連５法の成立
　こうして、2001年３月、「個人情報の保護に関する法律案」（個人情報保護法

案）が閣議決定され、第151回通常国会に提出されましたが、審議入りできず

に継続審査になり、第152回、第153回臨時国会でも継続審査となりました。

　2002年３月には、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」、
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